




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               
                     令和３年 11月発行 

【遠野市少年センター】遠野市新町 1-10 遠野市民センター内／TEL：0198-62-4413 遠野市公式キャラクター 

「カリンちゃん」 

 11月の子供・若者育成支援強調月間に合わせて、遠野市少年センターでは街頭補導活動でネ

ットに潜む危険と使い方のルールに関する啓発メッセージを添付した、マスクとポケットティッ

シュを子ども達へ手渡しています。 

 「こんにちは」「気をつけて帰ってね」と声をかけると「はい、ありがとうございます」と大

きな声で答えてくれる子ども達の様子に、こちらも元気をもらっています。 

 また、活動再開後久しぶりに遠野駅駐輪場を巡回し、無施錠自転車の点検を実施しました。 

 これからの季節、朝のあいさつ運動や夜間の街頭補導活動は、寒さがつらくなる時期ですが、

元気な子ども達に負けず、感染症対策はもちろん防寒対策もしっかりして、厳しい冬を乗り切り

ましょう！！                                                                                                                                                                                      

 

北小前で下校する子ども達へ声かけ 遠野駅駐輪場で無施錠自転車点検 

遠野 1班 松崎班 

10月街頭補導より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和３年度 10月 27日（水）14：00～15：30 

場 所：アイーナ 5階  

内 容：「子どもの心の成長を支える ―がまんする力、めげない強さ―」 

    講師 東洋大学 名誉教授 中原 美恵 氏                                                                                                                                                                  

・子どもが「主体的に成長に向かう力」を支えるという視点で見守る。 

・「成長に向かう心の仕組み」は筋肉と同じで鍛えることができる。困難にぶつかった時は、 

やり方を変えてみよう。今はまだできないだけで、これからできるようになる。学びに対し 

ての前向きな姿勢。 

・がまんする＝脳を鍛えること。自己抑制機能を育てる声かけ。叱責や命令でなく、提案と促 

し。子どもの意見や主張、選択を引き出す。 

・子どもの心の成長を支えるために、困難に遭遇しても、動じず、追い詰められず、あきらめ 

ず、「困難を成長の糧にできる大人」による子どもの支援が必要である。 

  

その他にも、怒りの感情をコントロールする方法や相談者からの話を聞くポイント、子どもを 

勇気づけるメッセージ例など、相談業務に大切なことはもちろん、日々の子育てや子ども達と 

の関わりにおいても重要なことが多く、非常に参考になりました。 

 

 警察庁の統計によると、令和２年度中の自転車が第１当事者または第２当事者となった交通事

故（自転車関連事故）は 67,673件で前年より 12,800件減少しました。自転車関連事故の件数

は減少傾向にありますが、全交通事故に占める割合は、約 20％前後で横ばい傾向が続いており、

令和２年は構成比が前年と比べて増加しました。 

 

守ろう！自転車安全利用五則 
その１「自転車は車道が原則、歩道は例外」 

その２「車道は左側を通行」 

その３「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」 

その４「安全ルールを守る」 

その５「子どもはヘルメットを着用」 

こんな運転もやめましょう！ 
・スマートフォン、携帯電話を使いながらの運転 

・傘さし運転 

・イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転 

 

交通死亡事故が起こりやすい時間帯は 17時～19時が突出しており、特に日没前後の薄暮時間

帯が昼間の約４倍と最も多くなっています。 

また、薄暮時間帯の死亡事故は例年７月以降に増加し、10月から 12月の秋から初冬にかけて

が最も多くなっています。秋の夕暮れ時の自転車は周りから見えにくいこともあり、特に注意が

必要です。 

 街頭補導活動中に、子ども達による自転車の危険な運転を見かけた場合は、安全に十分配慮し

たうえで自転車を停止させ、注意をしましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               
                     令和３年 12月発行 

【遠野市少年センター】遠野市新町 1-10 遠野市民センター内／TEL：0198-62-4413 遠野市公式キャラクター 

「カリンちゃん」 

11月街頭補導活動より 

 12月 24日までに市内すべての小中高等学校で 2学期の終業式が行われます。 

冬休みは、クリスマスやお正月など子ども達にとって楽しみなイベントが続くため、羽目を

外しやすく、また、長期休暇による気のゆるみから、生活リズムが不規則になりがちです。 

 クリスマスプレゼントやお年玉で、新しいゲーム機やスマホを使い始める場合は、最初に使

い方のルールをきちんと決めておくことが大切です。ゲーム機は、高度なインターネット端末

であることを認識し、犯罪に巻き込まれたり個人情報が流出したりすることのないよう年齢に

合わせた利用制限などペアレンタルコントロール※1を設定しましょう。 

 冬休み期間中に、子ども達が思わぬ事故や事件に巻き込まれないよう、地域での見守り活動

も引き続きお願いいたします。 

 冬期間の街頭補導活動の際、路面が凍結している場所等ありますので、転倒やスリップ事故

には、十分ご注意ください。また、検温と常時マスクの着用及び防寒対策をしたうえでの活動

にご協力ください。天候不良などでやむを得ず街頭補導を中止する場合は、班長さんが少年セ

ンターへご連絡くださるようお願いいたします。 

綾織班 綾織児童館訪問 

松崎班 北小駐車場前 

※1 ペアレンタルコントロールとは、スマホやゲーム機、タブレットなど子どもが使う情報機器 
の利用環境を親が管理すること、またはその機能のこと。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 午 前 午 後 夜 間 合 計 

実施日数（日） 6 6 4 16 

従事人員（人） 9 16 16 41 

① 「子どもを守る防犯ボランティア研修会」 
日 時：令和３年度 11月 25日（木）14：00～15：30 
場 所：遠野警察署（オンライン研修）  
講 師：神町パトロール協議会（山形県東根市）会長 浦瀧 昇一 氏                                                                                                                                                                  
・児童生徒の登下校時の見守りを中心に平成 17年から活動している。令和 3年の 
会員数 222名。平成 30年にはその活動の功績により「安全安心なまちづくり関係 
功労者内閣総理大臣表彰」を受賞。 

・徒歩でのパトロール中にたばこの吸い殻などごみ拾いも行う。また、子どもの姿が 
見えにくくなる垣根などの点検も実施。 
・年 5～6回、会員同士の意見交換の場である幹事会を開催し、活動内容について活発 
に話し合う。 
・議会だよりやラジオ CMを活用した広報活動により、活動内容が定着してきた。 

 
② 「令和 3年度情報メディア対応能力養成講座」 
日 時：令和３年度 11月 30日（火）13：30～15：30 
場 所：盛岡地区合同庁舎  
講 演：「青少年のネット利用の現状とトラブル・危険性」「家庭で取り組める対策」 
講 師：青少年活動交流センター 専門職員 能登谷 拓 氏 
・ネットトラブルの主なものとして、依存、いじめ・けんか、課金、健康被害、出会 

い系・犯罪被害、炎上トラブル、違法薬物売買などがある。 
・家庭でのルールは親だけで一方的に決めず、家族間で話し合って決める。約束を破っ 
た時のルールまで決めておく。守ってほしい・守りやすいルール。口約束でなく、紙 
に書いて見えるところに貼る。例外を作らない。 
・子どものネット利用に関するトラブル回避には「特効薬」は存在しない。困ったこと 

があった時に、親や先生、相談窓口などへ連絡し、一人で解決しようとしないことが 
大切。 

   
   

遠野市少年センター11月の街頭補導活動実施状況 
 

 11月の子ども・若者育成支援強調月間の期間中に、街頭補導活動で声かけをしながらグッ

ズを手渡した人数は、小学生 181人、中学生 27人、高校生 17人でした。寒い中、参加して

くださった少年委員の皆さん、どうもありがとうございました！！ 

Let’s take a break 

 

冬こそ注意しよう！！その不調、かくれ脱水かも！？ 

 「原因はよくわからないけれど、なんとなく頭が痛い」「体に力が入りにくい」こうした

冬場の体調不良は、実は「かくれ脱水」によるものかもしれません。体のほぼ半分を占める

「水」。成人の場合は体重の約 60％を「水分」＝「体液」が占めています。 

暑さで汗をかくことはなくなり、喉の渇きは感じにくくなりますが、冬場は空気が乾燥し、

気密性の高い下着や衣類の着用による発汗が原因で知らず知らずのうちに脱水症状になる可

能性があります。一日 1.5リットル程度を目安に、時間を決めて意識的に水分をとる習慣を

つけましょう。特に、朝起きた時にコップ 1杯の水を飲むことをおすすめします。 

社会の中でも家庭でも、困った時に相談できる関係性を作るためには、日頃からのコミュ 
ニケーションが大切だと感じました。これらの研修を、今後の活動や子ども達との関わり 
に活かしていきたいと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               
                     令和４年１月発行 

【遠野市少年センター】遠野市新町 1-10 遠野市民センター内／TEL：0198-62-4413 遠野市公式キャラクター 

「カリンちゃん」 

12月街頭補導活動より 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

旧年中はコロナ禍で 8 月中旬から約 1 ヶ月間街頭補導活動の中止期間はありましたが、遠野市

少年委員の皆さまをはじめとする関係機関・団体のご理解とご協力により、活動を継続するこ

とができました。厚く御礼申し上げます。 

 今年 4 月からは、民法改正により成年年齢が 18 歳に引き下げられます。これにより、若者

の積極的な社会参加を促し、主体的な役割を果たしてもらうことは社会に大きな活力をもたら

すとの見方がある反面、若者がひとりで取引を行うこと等による消費者被害にあう危険性の増

大が懸念されるなどの意見もあります。 

新たに成年となる若者やこれからの将来を担う子どもたちを、家庭はもちろん地域や社会の

中で関わる大人全体が見守り、支援していくことが大切であると考え、少年委員の皆さんをは

じめ関係機関・団体がより一層連携し、青少年健全育成及び非行防止活動に取り組んでまいり

たいと思います。 

結びに、皆様方のご多幸とご健康を祈念いたしますとともに、更なるご支援とご協力を賜り

ますようお願いいたしまして新年のごあいさつとさせていただきます。 

  遠野市少年センター職員一同 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年 1月１５日（土）遠野市民センター大ホールで開催された「令和 3年度 地域で子

どもを育てる活動発表会」に参加しました。 

 今回で 19 回目となる同会は、日頃より子どもたちの健やかな成長のために取り組んでい

る、学校・家庭・地域の関係者が一堂に会して、教育活動や実践活動の発表を行い、情報交換

をすることで、地域にねざした活動や今後の活動への改善・充実をはかるものです。 

 今年は、４月から導入されるコミュニティスクールについての情報提供や、パネルディス

カッションを中心とした内容で、地域みんなで子どもたちの生きる力を育むために、それぞ

れの立場でできること、今後の課題などが参加者で共有されました。 

 少子高齢化が社会問題となってますます深刻さが増す中、子どもたちが地域の宝であるこ

とは多くの人が認識しています。子を持つ親としても、地域の大人としても、改めて自分にで

きることは何かを考える機会となりました。 

 少年委員の皆さんも、地域の子どもたちのために、これまで通り街頭補導活動やあいさつ

運動、ながら見守りなど「無理なくできること」を継続していただきますようよろしくお願い

いたします。 

 
18歳から“大人”に。成年年齢引き下げで 

変わること、変わらないこと。 

 明治時代から今日まで約 140年間、日本での成年年齢は 20歳と民法で定められていました。 

この民法が改正され、2022年 4月 1日から、成年年齢が 20歳から 18歳に変わります。 

これによって、2022年 4月 1日に 18歳と 19歳の人は成年となります。近年、公職選挙法

の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を 18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも

国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。 

こうした中で民法でも 18 歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなさ

れ、成年年齢が 18歳に引き下げられることになりました。 

また、世界的にも成年年齢を 18歳とする国が主流となっています。 

◆親の同意がなくても契約できる 
 ・携帯電話の契約 
 ・ローンを組む 
 ・クレジットカードを作る 
 ・１人暮らしの部屋を借りる 
◆10年有効のパスポートを取得する 
◆公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免 
許などの国家資格を取る 

◆女性の結婚可能年齢が 16歳から 18歳に引き 
上げられ、男女とも 18歳に 

◆性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審 
判を受けられる 

※普通自動車の運転免許取得は従来同様 18歳 

以上」で取得可能 

◆飲酒をする 

◆喫煙をする 

◆競馬、競輪、オートレース、競艇の 

投票権（馬券など）を買う 

◆養子を迎える 

◆大型・中型自動車運転免許の取得 

18歳になったらできること 20歳にならないとできないこと 
（これまでと変わらないこと） 

お酒・たばこは20歳になってから‼ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               
                     令和４年 2月発行 

【遠野市少年センター】遠野市新町 1-10 遠野市民センター内／TEL：0198-62-4413 遠野市公式キャラクター 

「カリンちゃん」 

1月街頭補導活動より 

 「春のあんしんネット・新学期一斉行動」は、青少年がインターネットの利用に起因する犯
罪やトラブルに巻き込まれることを防止し、スマートフォンや SNS を安全・安心に利用でき
るよう、青少年が初めて自分のスマートフォン等を手にする時期でもある春の卒業・進学・新
入学の時期に特に重点を置き、インターネット接続器やサービスを提供する関係事業者と保

護者、学校等の関係者が連携、協力し、ペアレンタルコントロールの普及促進（フィルタリン
グ、時間管理機能、課金制限機能等のペアレンタルコントロール機能の利用促進や家庭内ル
ール作りの促進）及び青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上に重点を置いた
啓発活動等の取組を集中的に展開するもので、内閣府を始めとする関係省庁より文書が発出
されております。 
 実施期間は令和４年２月～５月となっており、遠野市少年センターでもこの期間に街頭補
導活動で配布するグッズに、通知文書に記載されている参考資料の URL を記載する等、啓発

活動に取り組みます。 

 
部活帰りの高校生にマスクを

配りながら「よかったら使って

ね」「気を付けて帰ってね」など 

声かけしました。 

 
遠野駅前の「あまびえ」 

イルミネーション。 

雪景色に映えます。 

綾織班の報告は、いつも当日のお天気や町内の

出来事、子ども達の様子など、感じたこと詳しく書

いてくださいます。わかりやすくてほっこり 

します。ありがとうございます。 

青笹班は小学校の下校時間と夜の 

活動がそれぞれあります。毎回巡回コース 

や感じたことをたくさん書いてくださいます。 

主任児童委員さんは子どもたちのことを 

よくご存知でいつもやさしく見守って 

くださいます。 

市民センターがある遠野班

には専任も参加します。 

真冬の夜の徒歩巡回にも 

かかわらず、この日も全員 

参加！！遠野 1班の 

皆さんありがとうござい 

ました。 



少しずつ日が長くなり春の気配を感じるようになりました。とはいえ、まだまだ朝晩の冷
え込みや道路の凍結は緩んでいないようです。1月、2月は街頭補導活動をお休みする班もあ
りますが、徒歩や車での巡回を実施する班は、転倒やスリップ事故に留意し、十分な防寒対策

をしたうえで活動してください。 
また、これまで以上に新型コロナウイルス感染症対策にご留意いただき、まん延防止等重

点措置区域への往来があった方や、少しでも体調が悪いと感じる方や不安がある方は活動を
お休みください。班長さんは活動前に皆さんの体調を確認し、密になる場所を避けて巡回し
ていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少年センターより 

小雪がちらつく中の徒歩 

巡回でした。遠野２班は日

頃下校中の小学生に会うこ

とが多いですが、この日は

高校生が多かったです。 

蔵の道広場では木登りを 

して遊ぶ子どもの楽しそう 

な笑い声が響いて私たち 

も元気をもらい 

ました。 

 
とぴあ２階休憩スペースにて。この

日は多くの高校生にマスクを配布し 

て声かけしました。 

 
除雪された雪が木の 

下に集められ、絶好の木登り場所に

なっていました。「子どもは風の

子！」手ぶくろもせず元気いっぱいに

外遊びする子どもの姿は貴重かもし 

れません。 

土淵班は、日中と夜間に分かれて

活動してくださっています。 

登下校での見守りは、いつも子ども

たちの目線で危険がないか 

気を配ってくださいます。夜間の 

巡回は防犯の方々と連携して 

  行っています。 

気温の低い晴れた日に見られる「ダイヤモンドダスト」がキラキ

ラと光る朝でした。松崎班のあいさつ運動は、先生方や地域の方と

合同で月１回実施しています。下校時の見守りは青パトで実施する 

事もあり、市内でも児童生徒の多いこの地域で、より多くの 

こどもたちに声かけができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 午前 午後 夜間 合計 

4月 1 8 9 18 

5月 2 13 18 33 

6月 5 19 23 47 

7月 6 11 28 45 

8月 2 4 11 17 

9月 3 6 8 17 

10月 5 17 24 46 

11月 8 15 14 37 

12月 5 22 15 42 

1月 7 9 5 21 

2月 6 11 2 19 

合計 50 135 157 342 

回数 午前 午後 夜間 合計 

4月 1 5 3 9 

5月 2 6 7 15 

6月 5 8 9 22 

7月 4 5 10 19 

8月 2 4 4 10 

9月 2 5 3 10 

10月 5 10 8 23 

11月 7 7 5 19 

12月 4 11 5 20 

1月 5 4 1 10 

2月 4 7 1 12 

合計 41 72 56 169 

               

               
                     令和４年３月発行 

【遠野市少年センター】遠野市新町 1-10 遠野市民センター内／TEL：0198-62-4413 遠野市公式キャラクター 

「カリンちゃん」 

 令和４年３月３１日をもって、遠野市少年委員の任期が満了となります。 
皆さま方のご協力により、コロナ禍ではありましたが、令和３年度も無事に街頭補導活動を
実施することができました。心より感謝申し上げます。 
 少年委員による街頭補導活動は、青少年の健全育成や非行防止だけでなく、不審者に対す

る抑止や地域の子どもたちの見守りなど、様々な役割を担うものと考えております。今後と
も関係機関・団体と連携し、それぞれの地区にあった活動を続けてまいりたいと思います。 
 お忙しい中、街頭補導活動に参加してくださった委員の皆さま、どうもありがとうござい
ました。 
 令和４年度の街頭補導活動については、４月 20日（水）に予定しております遠野市少年委
員協議会総会終了後の班会議で、班ごとに決定していただきます。 
 次年度以降も遠野市少年委員として活動いただく皆さま、引き続き遠野市少年センター事
業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

腕章の返却にご協力をお願いします！ 
遠野市少年委員の皆さまへお渡ししております腕章は、３月最終の街頭補導活動が終わり次

第、遠野市少年センター又は各地区センターまでご返却くださいますようお願いします。 
また、次年度以降も引き続き遠野市少年委員をご承引いただける方に関しましては、そのま

まご使用ください。 
ご不明な点等ございましたら、遠野市少年センター（℡：62-4413内線 275）までお問合せ

ください。 

遠野市少年センター街頭補導活動報告 

（令和３年４月～令和４年２月） 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和３年８月１２日から９月１３日まで、 

遠野市少年委員による街頭補導活動の一部を休止しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 18日までに市内すべての小中学校で卒業式 

と修了式が行われ、春休みがはじまります。 

この時期は、進級や進学のお祝いで初めて子どもにスマートフォンを持たせるご家庭も多

いようです。この時、事前に使い方のルールを決め「ルールを守ることがスマホを持つこと

の条件」とし、守れなかった場合には一定期間親に預けるなどの取り決めをきちんと子ども

に納得させておくことをおすすめします。その際は、親が決めたルールを一方的に押し付け

ず「あなたを心配しているよ」という気持ちを伝え、困ったことがあった時に相談できる相

手がいることを知らせておくことも大切です。 

長期休暇中は、気のゆるみから生活も不規則になりがちです。多くの親は「まさか」「我が

子は大丈夫」と考え、年頃の子どものスマホ利用にどこまで介入すべきか悩む場面もあると

思います。しかし、悪意ある大人や有害なネット情報から子どもたちを守るために、危機感

を持って子どものネット利用を把握・管理することが必要です。 

また、これからの季節は少しずつ日が長くなり、大人も子どもも外に出る機会が増えてく

ると思います。これまで通り「ながら見守り」で、子どもたちが春休みを安心・安全に過ご

せるようご協力をお願いします。 

① 令和３年度 第３回遠野市少年委員協議会役員会 
日 時：３月 16日（水）18：30～ 
場 所：市民センター3階 講義室 

※役員の皆さんの出席をお願いいたします。 
② 令和４年度遠野市少年委員委嘱状交付式及び遠野市少年委員協議会総会 

日 時：４月２０日（水）18：30～ 
場 所：あえりあ遠野交流ホール 
※案内通知は後日郵送いたします。 

２月街頭補導活動より 

休み中の生活について 


